
三重県医療政策課

資料１

２０２５年に向けた各医療機関の
具体的対応方針の策定・検証・見直し等について

【東紀州地域】
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1. 公立病院経営強化プランの策定について

2. 各医療機関の具体的対応方針等について

3. 第８次医療計画（基準病床数）について

4. 参考（国の動向等について）



地域医療構想との関係について（再掲）

 公立病院については、病院ごとに「公立病院経営強化プラン」を具体的対応方針として策定したう
えで、地域医療構想調整会議において協議する。

地域医療構想の進め方について（令和4年3月24日付医政発0324第6号）

 経営強化プランは、「地域医療構想の進め方について」（令和4年3月24日付医政発0324第6
号）により、当該公立病院の地域医療構想に係る具体的対応方針として位置づけることとされて
いることも踏まえ、地域医療構想と整合的であることが求められる。

 持続可能な地域医療提供体制を確保するためには、個々の公立病院が地域医療構想等を踏ま
えて、地域において果たすべき役割・機能を改めて見直し、明確化・最適化することが重要である。

 当該公立病院の将来の病床機能の在り方は、構想区域における病床の機能区分ごとの将来の
必要病床数と整合性のとれた形でなければならない。このため、地域医療構想における推定年であ
る令和7年（2025年）及び経営強化プランの対象期間の最終年度における当該公立病院の機
能ごとの病床数や、病床機能の見直しを行う場合はその概要を記載する。

 既存施設の長寿命化等の対策を適切に講じたうえで、なお新設・建替等が必要となる場合には、
地域医療構想等との整合性を図った当該公立病院の役割・機能や規模等を記載する。

公立病院経営強化の推進について（令和4年3月29日付総財準第72号）

公立病院経営強化プラン
地域医療構想

（具体的対応方針）整合的
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地域医療構想調整会議での協議事項について（医療構想等との整合性の視点）（再掲）

 公立病院経営強化プランの内容の中で、特に地域医療構想との関係性が強く、整合性の確認が必
要な「役割・機能の最適化と連携の強化」について、各医療機関にプランの概要を作成いただき、協議
していただく。

役割・機能の最適化と連携の強化 公立病院経営強化プランへの記載事項

① 地域医療構想等を踏まえた当該
病院の果たすべき役割・機能

 各公立病院は、地域医療構想や今般の新型コロナ対応の経験など
を踏まえて、地域において果たすべき役割・機能を改めて見直し、明
確化・最適化することが必要である。このため、地域医療構想等を踏
まえた当該病院の果たすべき役割・機能について記載する。

 当該公立病院の将来の病床機能のあり方は、構想区域における病
床の機能区分ごとの将来の必要病床数と整合性のとれた形でなけれ
ばならない。

 地域医療構想の推定年である令和7年（2025年）及びプラン最
終年度における機能ごとの病床数や、病床機能の見直しを行う場
合は、その概要を記載する。

② 地域包括ケアシステムの構築に
向けて果たすべき役割・機能

 地域医療提供体制の確保と地域包括ケアシステムは密接に結びつ
いていることを踏まえ、地域包括ケアシステムの構築に向けて当該公
立病院が果たすべき役割・機能について記載する。

③ 機能分化・連携強化

 持続可能な地域医療提供体制を確保するためには、限られた医
師・看護師等の医療資源を地域全体で最大限効率的に活用する
ことが必要である。

 そのためには、地域の中で各公立病院が担うべき役割や機能を改
めて見直し、明確化・最適化したうえで、病院間の連携を強化する
「機能分化・連携強化」を進めることが必要である。
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【参考】公立病院経営強化プランの策定が必要な医療機関（再掲）

桑員

三泗

鈴亀

津伊賀

松阪
伊勢志摩

東紀州

桑名市総合医療センター

三重県立総合医療センター

市立四日市病院

亀山市立医療センター

三重県立一志病院

こころの医療センター
上野総合市民病院

名張市立病院
松阪市民病院

市立伊勢総合病院

玉城町国民健康保険玉城病院

町立南伊勢病院

三重県立志摩病院

国民健康保険志摩市民病院

尾鷲総合病院

紀南病院

◉

◉
◉

◉

◉

◉

◉ ◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉
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公立病院経営強化プランの策定に向けたスケジュール（前回会議資料一部改編）

 第2回地域医療構想意見交換会・調整会議

 公立病院経営強化プランの策定

 第3回地域医療構想調整会議

９～１０月

～R６年

３月

R6年

２月

公立病院経営強化プランの概要について協議

地域医療構想との整合性について確認

各自治体において、公立病院経営強化プランの策定

自治体によっては、プランについて議会への上程やパブリックコメントを実施

各医療機関の公立病院経営強化プランについて確認（前回会議からの変更の有無等）

R6年

４月～

 公立病院経営強化プランの対象期間開始

次年度以降の地域医療構想調整会議においても、適宜地域医療構想と
経営強化プランの整合性について協議の場を設けることとする。



1.尾鷲総合病院

2.紀南病院
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尾鷲総合病院

病床数について

地域医療構想等を踏まえた当該病院の果たすべき役割

「高齢化の進展により、疾病構造の変化を通じ必要とされる医療の内容は、『病院完結型』から、地域
全体で治し、支える『地域完結型』に変わらざるを得ない」との認識が示され、その具体的な方策として、
病床機能報告制度により把握される医療機能の現状や、将来的な医療ニーズをふまえた上で、その地
域にふさわしいバランスのとれた医療機能ごとの医療の必要量を示す地域医療構想でありますが、現在の
尾鷲・紀北地区では、地域完結型も困難になり、都市部での専門治療のち回復期等のポストアキュート
の役割を担う機能を有する病院が必要となります。

※１ 令和５年７月１日現在の機能別病床数を記載
※２ ※１と同様に具体的対応方針の見直し等に係る調査での記載内容を転記

病床機能を変更する理由

ア．病床数（現在）から２０２５年度に持つべき医療機能ごとの病床数への変更理由
• 地域医療構想における東紀州の必要ベッド数や今後の患者推移等を検討した結果、５６床を廃止す
べきと考えている。

 
病床数（現在）※１ 

 2025年度に持つべき 

医療機能ごとの病床数※２ 

 2024年度に持つべき 

医療機能ごとの病床数※２ 

高度急性期  

→ 

 

 

 

急性期 １９９ １４３ １４３ 

回復期 ５６ ５６ ５６ 

慢性期    

（合計） ２５５ １９９ １９９ 
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尾鷲総合病院

機能分化・連携強化の取り組み

• 地域医療構想では、『病院完結型』から、地域全体で治し、支える『地域完結型』に変わらざるを得ない
と示され、東紀州区域の基幹病院として尾鷲総合病院は位置づけられているが、現在では、地域完結
型も厳しくなりつつあり、専門的治療は津・松阪・伊勢地区の病院との連携を強化する必要があります。

• しかしながら新型コロナウイルス感染症のように、地域の患者は地域で診るという地域完結型の機能も必
要です。

• また、地域においては、尾鷲・紀北地区は休日夜間応急診療所が無いため、休日には尾鷲総合病院を
利用し、紀北医師会の協力により初期救急の対応をしています。それに伴い、休日当番の調剤薬局も
尾鷲総合病院を利用し、紀北薬剤師会の協力により休日の初期救急の患者に院内処方の対応にあた
り連携を強めています。

• ２次救急におきましては、同じ２次医療圏に紀南病院があり、病床や医療資源が同規模であり地理的
にも同じような環境であることから、相互に補うような関係が必要です。一方で受け入れ困難になった場合
は、一方が受け入れるように体制を整えることが地域で重要です。

本年度のプランの策定スケジュールについて

• １月中にパブリックコメントとして、運営懇話会を開催。
• ２月中に市議会に削減病床数を提示
• ３月議会に上程

地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割

• 地域包括ケアシステムの構築を実現するためには、地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化・
連携を適切に推進しなければならず、尾鷲総合病院は、医療の分野で中心的な役割を担う必要があ
ります。尾鷲市においては唯一の病院であるため、サブアキュートとしての役割・機能を果たし、尾鷲・紀
北地区の地域包括ケアシステムの実現に向けて取り組みます。



1.尾鷲総合病院

2.紀南病院
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紀南病院

病床数について

地域医療構想等を踏まえた当該病院の果たすべき役割

• 救急・急性期医療から回復期医療の提供、同一組合立の介護老人保健施設との連携により、地域に
求められる診療体制を維持・強化しながら地域に貢献していく。

• 地域医療支援病院として関係機関（医師会、行政、消防等）との連携強化、地域の医療従事者へ
の研修の実施等により、将来の地域医療体制の構築に努める。

• 災害拠点病院・DMAT指定医療機関として災害に備え、災害時における医療を提供する。

• へき地拠点病院として、不採算部門医療の提供、へき地診療所等への医師派遣を行う。

※１ 令和５年７月１日現在の機能別病床数を記載
※２ ※１と同様に具体的対応方針の見直し等に係る調査での記載内容を転記

 
病床数（現在）※１ 

 2025年度に持つべき 

医療機能ごとの病床数※２ 

高度急性期  

→ 

 

急性期 １４０ １４０ 

回復期 １００ １００ 

慢性期   

（合計） ２４０ ２４０ 

 

【前回会議から変更なし】
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紀南病院

地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割

機能分化・連携強化の取り組み

• 循環器疾患等の専門医が不足している診療科（循環器科や脳神経外科等）については、対応が困
難な事例があるため、医師の確保に努めるとともに、他の医療機関等との連携を強化していく。

• 連携強化の対応策として、広域搬送における病院屋上のヘリポートの活用や医療連携システムによる情
報共有、また、三重大学医学部附属病院、伊勢赤十字病院、松阪地区の３つの基幹病院及び隣接
する和歌山県新宮医療圏に所在する新宮市立医療センターとの通信遠隔システムを活用した画像診
断や診療相談等を行う。

• 上記のシステム等を円滑に活用し、地域に必要な医療の提供に努める。

同じ東紀州医療圏の尾鷲総合病院とは、双方の特性や強み、また不足している分野における相互支援、
通信遠隔システムを活用した画像診断・診療相談等を行い、継続した連携や役割分担に努める。

• 病院が持つ特性や組織力を生かして救急・急性期と在宅復帰に向けた回復期医療を中心に、同一組
合立の介護老人保健施設とともに地域の医療・介護サービスを担っていく。

• 医療介護福祉などの多職種と連携し在宅医療・介護連携推進事業調整会議等でさらなる役割を検
討していく。

本年度のプランの策定スケジュールについて

• 策定後に１２月から１月頃開催予定の紀南病院組合議会全員協議会にて提案し、意見等を募る。
• 意見を反映したプランを策定し、３月に開催予定の紀南病院組合議会全員協議会にて提案し、認定を
得る。

【前回会議から変更なし】



1. 公立病院経営強化プランの策定について

2. 各医療機関の具体的対応方針等について

3. 第８次医療計画（基準病床数）について

4. 参考（国の動向等について）
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今年度の具体的対応方針に係る協議の方針について（前回会議資料一部改編）

前回（１０月）の調整会議

今回（年度末）の調整会議

 アンケート調査により各医療機関の課題と2025年に向けた病床数について確認

 地域の課題（不足する機能など）も踏まえながら、ご議論いただいた

 あらためて（変更した点を中心に）、各医療機関の具体的対応方針について確認

 各構想区域において具体的対応方針をとりまとめる

各医療機関で再度、方向性を協議・確認

令和５年12月12日付事務連絡にて依頼
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東紀州区域の具体的対応方針（令和５(2023)年度） ・ 病床機能の現状

尾鷲総合病院 稼働率に見合った病棟編成としたことに伴い休止している病棟については、令和５年度末に廃止する予定

第一病院 人員不足のため休棟中の24床については、療養病床として再稼働し、稼働中42床を介護医療院へ令和5年度中に転換する予定。
医療従事者の確保については、外国人技能実習生等の採用を進めている。

144 56 55 255

143 56 199

140 60 40 240

140 60 40 240

27 47 74

27 47 74

168 24 192

150 150

7 7

7 7

担うべき医療機関としての役割

医療機能ごとの病床数

回復期 慢性期

下段 ： 令和7(2025)年に向けた病床数【令和５年度具体的対応方針】

地域
急性期

尾鷲総合病院

急性期医療や救急医療の中心的な役割を担うとともに、回復期機能につ
いても一定の役割を担う。また、地域包括ケアシステムの構築に関して
も、地域の関係機関と連携し、基幹病院としての役割をはたすとともに、
へき地医療拠点病院や災害拠点病院としての役割も担う。

紀南病院

救急・急性期医療から回復期機能までの中心的な役割を担うとともに、地
域包括ケアシステムの構築に関しても、地域の関係機関と連携し、基幹
病院としての役割を果たす。また、へき地医療拠点病院や災害拠点病院
としての役割を果たす。

長島回生病院
近隣２０ｋｍ圏内に一般病床を保有する病院は他にないため、引き続き
急性期機能を担うとともに、地域への流入患者の受入先として慢性期医
療の役割を果たす。

第一病院
在宅・介護施設での療養が困難又は急性期治療を終えた患者の受入先
として、慢性期機能を担う。

大石産婦人科医院 専門医療を担って病院の役割を補完する機能、緊急時に対応する機能

医療機関名

休棟・無回
答

計

上段 ： 令和5(2023)年7月１日時点の病床数【定量的基準適用後】

高度
急性期

急性期
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東紀州区域の具体的対応方針（令和５(2023)年度） ・ 病床機能の現状

284 150 40 215 79 768

283 150 40 197 670

29 122 174 236 561

-29 161 -39 115

東紀州地域

医療機能ごとの病床数

高度
急性期

急性期
地域

急性期
回復期 慢性期

休棟・無回答
等

計

B-C 16

令和５（2023）年７月１日時点の病床数【定量的基準後】　　A

令和７年（2025）年に向けた病床数【定量的基準後】　　B

将来（2025年）の病床数の必要量　　C

190
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具体的対応方針のとりまとめ（合意）について

本年度第２回の調整会議にて、各医療機関の２０２５年に向けた病床数だけではなく、各医療機関の
機能や役割分担に重きを置き、協議が行われたところ

２０２５年に持つべき医療機能について、具体的対応方針を策定した令和元年から令和５年にかけて、
地域医療構想調整会議等での各医療機関の機能や役割について繰り返し議論が行われてきたところ

 「地域医療構想の進め方（令和４年３月24日付医政発0324第６号）」において、各医療機関の
対応方針の策定や検証見直しを、２０２３年度までに行うこととされている。

 地域医療構想の区切りとなる２０２５年まで残り２年となるなか、必要病床数との乖離状況は構想
区域ごとに異なっている。

本県においても、
必要病床数との乖離の大きな地域はあるものの、これらを解消する機能転換は予定されていない。

全国的な背景としては、

一方で、
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具体的対応方針のとりまとめ（合意）について

令和5年度
（2023）

令和6年度
（2024）

令和7年度
（2025）

令和8年度～
（2026～）

第２回および第３回調整
会議をもとに具体的対応
方針をとりまとめ（合意）

合意した対応方針の実施率（進捗状況）を

継続してモニターし、協議・共有していく

国で新たな構想に向けた方針の協議・策定
各都道府県で次期構想（仮）

に向けた協議・策定

新たに策定した構想（仮）に基づき、

各地域で協議を進める

医療機関の役割に変更が生じる場合や機能転
換が予定されている場合は、必要病床数との比
較のうえ、引き続き協議や報告を求めることとする

これまでの調整会議において、２０２５年の各医療機関の役割等についての議論を重ね、各構想区域の方針や課題を
共有した。これらをふまえ、目前に迫った２０２５年に向けた具体的対応方針については、各医療機関において、確認し
た課題等への対応を、引き続き検討していくことを前提としてとりまとめることとする（合意）。

事務局案

また、今後は２０２５年に向けて合意した対応方針の進捗を把握するとともに、国においても新たな構想に係る議論が
進んでいくことから、２０２５年以降を見据えた地域の課題解決のための議論を継続することとする。

なお、具体的対応方針の合意後も各地域において医療機関の役割に変更が生じる場合や機能転換が予定されている
場合は、引き続き必要病床数を協議の目安として活用することとする。
 次頁のスライド参照。

２０２５年以降を見据えた地域の課題解決の
ための議論を継続する
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機能転換の場合の協議の目安について

 ２０２５年に向けた各地域の具体的対応方針については合意とするものの、２０２５年以降を見据
えた機能転換等について、調整会議での事前協議の要否の一定の基準（目安）が必要であることから、
引き続き下表のとおり、調整会議において地域医療構想との整合がとれているかを確認していくこととする。

 なお、令和３年度調整会議におけるコロナ禍をふまえた暫定的な取扱いについては廃止することとする。

機能転換の内容 機能転換に必要な手続

過剰な機能 ⇒ 過剰な機能
調整会議の事前の合意

※高度急性期・急性期間の転換は除く

不足する機能 ⇒ 過剰な機能
調整会議の事前の合意

※高度急性期・急性期間の転換は除く

過剰な機能 ⇒ 不足する機能 調整会議への報告（事後でも可）

不足する機能 ⇒ 不足する機能
調整会議への報告（事後でも可）
※より不足する機能への影響は確認

病床機能報告結果を定量的な基準により補正し
たものとピーク時の必要病床数を比較して判断

【機能転換の場合】

医療機能の過不足や病床過剰区域の判断



1. 公立病院経営強化プランの策定について

2. 各医療機関の具体的対応方針等について

3. 第８次医療計画（基準病床数）について

4. 参考（国の動向等について）

20
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医療計画の主な記載事項
令和５年度第１回医療政策研修会
（令和５年５月18日）資料１
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第８次三重県医療計画について

【医療法第30条の３】
厚生労働大臣は基本方針を定める

【医療法第30条の８】
厚生労働大臣は、技術的事項について
必要な助言ができる

医療提供体制の確保に関する基本方針

医療計画の作成
〇 留意事項
〇 内容、手順 等

疾病・事業別の医療体制
〇 求められる医療機能
〇 構築の手順 等

医療計画作成指針【局長通知】

基本方針【大臣告示】

○疾病・事業ごとの医療体制

・ がん → 第５期三重県がん対策推進計画

・ 脳卒中

・ 心筋梗塞等の心血管疾患

・ 糖尿病

・ 精神疾患

・ 救急医療

・ 災害時における医療

・ 新興感染症発生・まん延時における医療 → 三重県感染症予防計画

・ へき地の医療

・ 周産期医療

・ 小児医療(小児救急含む)

・ 在宅医療

○地域医療構想 → （現行）三重県地域医療構想

○病床機能の情報提供の推進

○外来医療の提供体制の確保 → 第８次（前期）三重県外来医療計画

○医師の確保 → 第８次（前期）三重県医師確保計画

○医療従事者(医師を除く)の確保 → （薬剤師確保部分）

三重県薬剤師確保計画

○医療の安全の確保

○二次医療圏・三次医療圏の設定

○基準病床数

疾病・事業及び在宅医療に係る
医療体制構築に係る指針【課長通知】

【法第30条の４第１項】
都道府県は基本方針に即して、かつ地域の実情に応じて医療計画
を定める

第２期三重県循環器病対策
推進計画

三 重 県 医 療 計 画
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第８次三重県医療計画における一般・療養病床の基準病床数（案）について

二次医療圏

基準病床数
（一般・療養） 既存病床数※1

(令和５年４月１日)

【参考】必要病床数

第７次 第８次 ピーク時※２ 2025年

北勢 5,520 5,748 5,733 6,084 5,734

中勢伊賀 3,654 3,836 4,249 3,856 3,765

南勢志摩 3,480 3,426 3,783 3,565 3,524

東紀州 561 380 761 561 561

合計 13,215 13,390 14,526 14,066 13,584

※１ 令和６年４月以降の算定方法による（医療法施行規則）
※２ 三泗、鈴亀：2040年、桑員：2035年、津、伊賀、松阪：2030年、伊勢志摩、東紀州：2025年

 県全体では従前同様、病床過剰であるが、北勢医療圏は「基準病床数 ＞ 既存病床数」にな
る。つまり、形式上は病床の増床も可能となる。

1. 北勢医療圏における今後の病床整備（増床）については、地域医療構想との整合性（病床
の機能分化・連携等）がとれた取組であるかどうか、引き続き地域医療構想調整会議等で
協議のうえ、事案ごとに整備の必要性を判断していく。

2. その際、病床整備の影響は北勢医療圏の３つの構想区域に及ぶことから、必要性の判断は
構想区域単独で決定するのではなく、３構想区域それぞれでの合意や調整会議の合同開催
での合意を図ることとする。

協議の方法について



1. 公立病院経営強化プランの策定について

2. 各医療機関の具体的対応方針等について

3. 第８次医療計画（基準病床数）について

4. 参考（国の動向等について）

24
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医療提供体制改革に係る現在と今後のスケジュール

診療報酬・介護報酬同時改定

R4年度
(2022)

R5年度
(2023)

R6年度
(2024)

R7年度
(2025)

・・・ R12年度
(2030)

・・・ R18年度
(2036)

・・・ R22年度
(2040)

医療
計画

新興
感染症
対応

地域医療
構想

外来
医療

医師の働き
方改革

検討会・各WGでの議論・とりまとめ、
基本方針・作成指針等の改正
（6事業目を除く）

各都道府県での
計画策定

各都道府県
での
計画策定

第8次医療計画
（２０２４～２０２９）

第9次医療計画
（２０３０～
２０３５）

第10次医療計画
（２０３６～２０４１）

政府で対応
のとりまとめ
（6.9月）

感染症法
等改正

6事業目
検討会でのとりまとめ、
基本方針・作成指
針等の改正

新構想
（2026～）

現行構想に基づく取組

国における検討・制度的対応
各都道府県
での構想策定 新たな構想に基づく取組

外来機能
報告の
実施準備

報告の実施・集計
地域の協議の場での協議
紹介受診重点医療機関の公表

※以降、外来機能
報告は毎年度実施

各都道府県での
外来医療計画の策定

第8次外来医療計画（前期・後期）
※ 前期3年、後期3年で見直し

第9次外来医療計画 第10次外来医療計画）

医療機関の準備状況と地域医療への影響についての実態調査
（複数回）の実施

実態調査を踏まえ、都道府県が圏域単位で地域医療への提供を
検証し、地域の医療関係者間で地域医療の確保について協議・調整

（B）水準
：実態調査等を踏まえた段階的な見直しの検討

（C）水準
：研修及び医療の質の評価とともに中長期的に検証

２０３５年度末をめどに
解消予定

2024年度より施行



適宜見直し
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地域医療構想に関連する各取組等について（再掲）

H26年度
（2014)

H27年度
(2015)

H28年度
(2016)

H29年度
(2017)

H30年度
(2018)

R1年度
(2019)

R2年度
(2020)

R3年度
(2021)

R4年度
(2022)

R5年度
(2023)

R6年度
(2024)

R7年度
(2025)

国
の
動
き
等

意
見
交
換
会

調
整
会
議

公
立
病
院

公
的
病
院
等

そ
の
他
の
民
間

病
院

有
床
診
療
所

対象期間(～R2[2020])
新公立病院
改革プラン策定

医療介護総合確保推進法
（H26.6成立）

新公立病院改革プラン
ガイドライン（H27.3）

地域医療構想
検討

三重県地域医療構想
（H29.3）

公立病院経営強化プラン
ガイドライン（R4.3）

対象期間(～R9[2027])
公立病院経営
強化プラン策定

対象期間(～R7[2025])
公的医療機関等
2025プラン策定

公立公的医療機関等への
具体的対応方針の
再検証の要請

民間病院
具体的対応方針策定

R5具体的対応方針
のアンケート

調整会議の場で継続して具体的対応方針の検証・見直し

具体的対応方針の
集中的な検討

地域医療構想の進め方について
（令和4年3月24日付医政地発0324第6号）

具体的対応方針の
集中的な検討
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第８次医療計画等に関する意見のとりまとめ（再掲）

 地域医療構想は、医療計画の一部として位置づけられており、その取組を進めることを目的に協議の
場（地域医療構想調整会議）が構想区域ごとに設定されている。

 新型コロナウイルス感染症対応が続く中ではあるが、地域医療構想の背景である中長期的な状況
や見通しは変わっていない。感染拡大時の短期的な医療需要には各都道府県の医療計画に基づ
き機動的に対応することを前提に、地域医療構想についてはその基本的な枠組み（病床の必要性
の推計・考え方など）を維持しつつ、着実に取り組みを進めていく。特に再検証対象医療機関につい
ては、これまでの方針に従って確実に取組を行う。

 具体的には、都道府県は、毎年度、対応方針の策定率を目標としたPDCAサイクルを通じて地域医
療構想を推進することとし、対応方針の策定率と地域医療構想調整会議における資料や議事録な
ど協議の実施状況を分かりやすく公表を行うこととする。さらに、病床機能報告上の病床数と将来の
病床数の必要量について、データの特性だけでは説明できないほどの差が生じている構想区域につい
て、その要因の分析及び評価を行い、その結果を公表するとともに、適正な病床機能報告に基づき、
当該構想区域の地域医療構想調整会議の意見を踏まえ、病床がすべて稼働していない病棟等へ
の対応など必要な方策を講じることとする。

 また、国は、当該構想区域を有する都道府県を優先して、データの活用等に係る支援を行うなど、
都道府県の地域医療構想の達成に向けた取り組みの支援を行うものとする。

 なお、現在の地域医療構想は、2025年までの取組として進めているが、第8次医療計画期間中に
2025年を迎える。地域医療構想より、病床の機能分化・連携が一定進んできていることにかんがみ
れば、2025年以降も地域医療構想の取組を継続していくことが必要と考えられ、その在り方につい
ては、今後、中長期的課題について整理し、検討する。

令和4年12月28日 第８次医療計画等に関する検討会より
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2025年以降における地域医療構想について（再掲）

令和4年11月28日 第93回社会保障審議会医療部会 資料3-3


